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（１）人口の状況

第６章　資料編

１  保健衛生の状況

� （資料：国勢調査）
＊平成12年以前の数値は合併前4市町村の合算値

� （資料：国勢調査）
＊平成12年以前の数値は合併前4市町村の合算値

� （資料：国勢調査）
＊平成12年以前の数値は合併前4市町村の合算値

全世帯数及び核家族数の推移（世帯）

27,716 
30,238 

31,860 
32,920 33,402 

13,889 15,072 
16,213 16,928 17,475 
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H2 H7 H12 H17 H22

全世帯数 核家族数 単独世帯数

核家族の類型別世帯数の構成比（％）

27.0 29.9 31.8 32.2 33.2 34.8 35.1

58.7 55.3 52.5 50.2 48.1 48.1 49.4

1.6 1.7 1.9 2.3 2.5 2.5 2.3

12.8 13.1 13.7 15.3 16.2 14.6 13.2

0
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100

H2 H7 H12 H17 H22 県（H22） 国（H22）

①女親と子どもからなる世帯　　②男親と子どもからなる世帯

③夫婦と子どもからなる世帯　　④夫婦のみの世帯

①

②

③

④

世帯別の家族形態割合（％）

50.1
49.8 50.9 51.4 52.3

21.5

52.1 56.4

38.2

34.3 31.0 28.3 25.5
10.3

0.1
0.2 0.2 0.4 0.9

11.6
15.6 17.9 19.9 21.5 25.6

32.4
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100

H2 H7 H12 H17 H22 県（H22） 国（H22）

核家族世帯

核家族
世帯

単独世帯

非親族
世帯

その他
の親族
世帯

その他の親族世帯 非親族世帯 単独世帯

0.7
0.6

世帯数は増加して
います。核家族世
帯・単独世帯数も
増加しています。

夫婦のみの世帯の
割合が増加してい
るのに対し、夫婦
と子どもからなる
世帯の割合が減少
しています。

核家族世帯は全体
の５割前後で推移
しています。
単独世帯の割合が
増加しています。
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（２）低出生体重児と死亡の状況

� （資料：福祉保健年報）
＊低出生体重児：出生時に体重が2,500g未満の新生児

（資料：市：新発田市の保健衛生の動向　��国：人口動態調査）

� （資料：福祉保健年報）
　　　　　　　　　　　年間のある年齢階級の死亡率　＊年齢階級別死亡率＝�　　　　　　　　　　　　　　��× 1,000　　　　　　　　　　　　　ある年齢階級の人口

� （資料：市：新発田市の保健衛生の動向　��国：人口動態調査）

低出生体重児の割合（年次推移）
（％）
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8.0

9.1 8.8
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年齢調整死亡率の年次推移　（悪性新生物）　　　　　　　　　

人
口
10
万
対

S63 H元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

市（男性） 市（女性）

国（男性） 国（女性）

年齢階級別死亡率　(H21～25の平均）

人
口
千
対

190.5

139.9 186.2

244.7

0.0

50.0

100.0
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200.0
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300.0

20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳 50〜54歳 55〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80〜84歳 85〜89歳 90〜94歳 95〜99歳 100歳以上

男性 女性

年齢調整死亡率の年次推移　（心疾患）　　　　　　　　　

人
口
10
万
対

S63 H元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

119.3 

67.8
56.4 
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県は９％前後で推
移しています。
市は年によりばら
つきがあるものの、
減少傾向にあるこ
とがうかがえます。

悪性新生物の年齢
調整死亡率は男女
ともに国と同様に
推移しています。

年齢階級別では、
40歳代から84歳
まで全ての年齢階
級において男性の
方が死亡率が高い
状況ですが、85
歳以降で逆転しま
す。

心疾患の年齢調整
死亡率は、男女と
もに国より低い状
況です。
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（資料：県福祉保健部�健康対策課資料「健康格差に関する検討事業まとめ」
�平成20年～24年人口動態保健所・市区町村別統計（人口動態統計特殊報告））

＊標準化死亡比：死亡の原因疾患を国を基準（100）として、比較したもの。
　100を超える場合は、国よりも多いといえる。

標準化死亡比（男性）
135
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大腸がん

気管、気管支及び肺

心疾患

脳血管疾患

脳梗塞

標準化死亡比（女性）
124

126

90

76

156

171
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大腸がん

気管、気管支及び肺

心疾患

脳血管疾患

脳梗塞

男性では、脳梗塞、
脳血管疾患、胃が
ん、気管・気管支
及び肺の疾患によ
る死亡が国に比べ
て多い状況です。

女性では、脳梗塞、
脳血管疾患、大腸
がん、胃がんによ
る死亡が国に比べ
て多い状況です。
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第
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章（資料：人口動態統計）

（資料：内閣府　地域の自殺の基礎資料）

（資料：内閣府　地域の自殺の基礎資料）

自殺者割合　（H22～H26の合計）

男性
73.9％

女性
26.1％

年代別自殺者割合（男性）　（H22～H26の合計）

20歳未満
1.0％

20-29歳
13.1％

30-39歳
5.1％

40-49歳
16.2％

50-59歳
28.3％

60-69歳
18.2％

70-79歳
8.1％

80歳以上
10.1％

年代別自殺者割合（女性）　（H22～H26の合計）
20歳未満
7.5％

20-29歳
0.0％

30-39歳
12.5％

40-49歳
25.0％

50-59歳
10.0％60-69歳

7.5％

70-79歳
17.5％

80歳以上
20.0％

男性は女性の約2.8
倍の割合となってい
ます。

男性では50歳代、
60歳代の割合が高
くなっています。

女性では40歳代、
80歳以上の割合が
高くなっています。
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（３）医療費の状況

（４）高齢者と介護保険の状況
（資料：新発田市データヘルス計画　平成27～29年度）

（資料：新発田市高齢者保健福祉計画 /第６期介護保険事業計画）

（資料：新発田市高齢者保健福祉計画 /第６期介護保険事業計画）

疾病分類別医療費（大分類）（円） （件）

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

感
染
症
及
び
寄
生
虫
症

新
生
物

血
液
及
び
造
血
器
の
疾
患
並
び
に
免
疫
機
構
の
障
害

内
分
泌
、
栄
養
及
び
代
謝
疾
患

精
神
及
び
行
動
の
障
害

神
経
系
の
疾
患

眼
及
び
付
属
器
の
疾
患

耳
及
び
乳
様
突
起
の
疾
患

循
環
器
系
の
疾
患

呼
吸
器
系
の
疾
患

消
化
器
系
の
疾
患

皮
膚
及
び
皮
下
組
織
の
疾
患

筋
骨
格
系
及
び
結
合
組
織
の
疾
患

腎
尿
路
生
殖
器
系
の
疾
患

妊
娠
、
分
娩
及
び
産
じ
ょ
く

周
産
期
に
発
生
し
た
病
態

先
天
奇
形
、
変
形
及
び
染
色
体
異
常

症
状
、
徴
候
及
び
異
常
臨
床
所
見
・
異
常
検
査
所
見
で
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の

損
傷
、
中
毒
及
び
そ
の
他
の
外
因
の
影
響

そ
の
他
の
疾
病

不
明
疾
病

費用額

件数

国保連合会提供疾病統計ツール

介護保険事業費及び認定者数　　　　　　　
（千円） （人）

H24 H25 H26

7,644,453

7,911,747

8,163,689

5,114

5,287
5,391

4,500

5,000

5,500

6,000

7,300,000

7,400,000

7,500,000

7,600,000

7,700,000

7,800,000

7,900,000

8,000,000

8,100,000

8,200,000

8,300,000

介護保険事業費

認定者数

要介護認定者数・認定率　　　　　　　（人） （％）

746

518

761

503

795

472

545 581 590
591 624 645

980 990 1,038

629 678 712

1,105 1,150 1,139

18.7 18.8 18.7

12
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22
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1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

H24 H25 H26

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

高齢者に対する
割合

新生物・消化器系
の疾患・循環器系
の疾患の医療費が
高くなっています。

介護保険事業費は、
認定者数の増加と
比例して増加して
います。

要介護認定者数は
要支援1が一番多
く、次いで要介護
1が多い状態です。
どのレベルにおい
ても年々増加傾向
です。
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＜食生活の状況＞
①朝食摂取状況

②食習慣摂取状況

２  生活習慣の状況

毎日朝食を食べている人の割合（年次推移）　（小学６年生）
（％）

88.0 

91.0 
92.1 

90.2 

86.3 

88.7 
87.8

84

86

88

90

92

94

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

毎日朝食を食べて
いる小学6年生の
割合は大きな変化
はなく、横ばいで
推移しています。

（資料：平成21～27年度食育実態調査）

（資料：平成26年度市民健康栄養実態調査）
� ＊20歳以上

（資料：平成26年度市民健康栄養実態調査）
� ＊20歳以上

� （資料：平成21～25年度食育実態調査）
＊H25は児童・生徒 1人につき保護者 1人を対象とした

毎日間食をする人の割合（性・年齢階級別）　　　　　　　　（％）
全体 男性 女性

総数 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70歳以上

52.6

64.6 

44.7 
40.0 

55.0 
51.1 

57.1 40.9
63.2

69.5

60.0
54.5

27.5

71.4

60.0
63.3

49.0

42.2
32.7

32.3

60.0
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食事はいつも腹八分目にしている人の割合（性・年齢階級別）　　　　　　　　
（％）

66.3

57.1 

47.8
53.8

31.3

63.6
58.6

64.0

64.8
73.3

81.7
77.8

47.1
65.4

41.4 

54.7 
61.3 

68.7 

80.0 
62.7

69.5

0
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40
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80

全体 男性 女性

総数 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70歳以上

毎日朝食を食べている人の割合（年次推移）（小学６年生・中学３年生の保護者）
（％）

75.0 

76.9 
75.9 

77.2 

82.2 
82

80

78

76

74

72
H21 H22 H23 H24 H25

間食をする人の割
合は、男性 40.9
％、女性 63.2％、
全体で 52.6％で
す。

食事をいつも腹
八分目にしてい
る人の割合は、男
性 62.7％、女性
69.5％、全体で
66.3％です。
男性の30～40歳
代で割合が低い傾
向です。

毎日朝食を食べて
いる人の割合は増
加傾向にあります。
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③塩分の知識・意識の状況

� （資料：平成26年度市民健康栄養実態調査）
＊20歳以上
＊健康のために適切な塩分量…1日8g未満及び10g未満と回答した人

（資料：平成26年度市民健康栄養実態調査）
� ＊20歳以上

（資料：平成26年度市民健康栄養実態調査）
� ＊20歳以上

健康のために適切な塩分量を知っている人の割合（性・年齢階級別）
（％）

57.5
63.2

56.1
61.8 62.1

64.8

46.8

49.0

69.657.7
64.0

79.5

46.0 67.1
55.5

75.2

52.3
39.4

54.5

50.0
65.3
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40
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60

70

80

90

全体 男性 女性

総数 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70歳以上

減塩に取り組んでいる人の割合（性・年齢階級別）
（％） 全体 男性 女性

総数 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70歳以上

61.3

40.8

47.8
34.6

25.8

48.0
30.6

61.4

69.5

42.3

85.5

52.2

81.6
64.7

35.8

45.2

57.8

68.9
74.2

47.6

73.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

減塩に取り組んでいない理由

（％）
2.0 

1.0 

1.0 

5.0 

27.0 

18.0 

29.0 

32.0 

25.0 

4.4

0

1.1 

3.3

34.6

37.9 

15.4

30.2

19.8 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

その他

減塩料理が売っていても高価だから

減塩料理が身近に売ってないから

減塩方法を知らないから

濃い味付けが好きだから

自分で食事を作らないから

面倒だから

現在健康上の問題がないから

特に必要と思わないから

男性

女性

健康のために適切
な塩分量を知って
いる人の割合は、
男性 49.0％、女
性 65.3％、全体
で 57.5％です。

減塩に取り組んで
いる人の割合は、
男性 47.6％、女
性 73.7％、全体
で 61.3％です。
男性に比べて女性
の割合が高い傾向
です。

男女とも多い理由
は「濃い味付けが
好き」、「健康上の
問題がない」です。
男女比でみると、
男性は「自分で
食事を作らない」、
女性は「面倒だか
ら」の割合が多い
傾向がみられます。
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④野菜の知識・意識の状況

� （資料：平成26年度市民健康栄養実態調査）
＊20歳以上
＊健康のために適切な野菜量…1日350g以上と回答した人

（資料：平成26年度市民健康栄養実態調査）
� ＊20歳以上

（資料：平成26年度市民健康栄養実態調査）
� ＊20歳以上

健康のために適切な野菜摂取量を知っている人の割合（性・年齢階級別）
（％） 全体 男性 女性

総数 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70歳以上

31.8 30.6

39.1

23.1 18.8

41.7

47.7

24.0

49.3

26.4
47.2

30.0

24.6
19.228.6

35.1

39.3 38.5

22.3

24.0
39.1

0

10

20
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40

50

60

野菜を多く摂ることに取り組んでいる人の割合（性・年齢階級別）
（％） 全体 男性 女性

総数 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70歳以上

79.7

67.3 69.6
65.4

43.8

84.0 86.4
64.0

90.0

57.4

95.6
75.5 90.2

81.8

61.4

74.5 75.8

85.6 86.669.2
89.3
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90

100

（％）
12.2 

7.3 

2.4 

2.4 

2.4 

4.9 

26.8 

19.5 

22.0 

8.3

7.4

0.0 

0.9

5.6

6.5 

52.8

23.1

21.3 

0 10 20 30 40 50 60

その他

ジュース、健康食品等で摂っているから

野菜が売っていても高価だから

野菜が身近に売っていないから

野菜の調理方法を知らないから

野菜が嫌いだから

自分で食事を作らないから

面倒だから

現在健康上の問題がないから

野菜を多く摂ることに取り組んでいない理由
男性

女性

健康のために適切
な野菜量を知って
いる人の割合は、
男性24.0％、女性
39.1％、全体で
31.8％です。

野菜を多く摂るこ
とに取り組んでい
る人の割合は、男
性 69.2％、女性
89.3％、全体で
79.7％です。

野菜を多く摂るこ
とに取り組まない
理由は、男女と
も「自分で食事を
作らない」の割合
が最も高く、男性
で 52.8％、女性
26.8％です。



− 60− − 61−

第
１
章

第
６
章

第
５
章

第
４
章

第
３
章

第
２
章

⑤栄養素別摂取構成比

⑥果物摂取状況

（資料：平成26年度市民健康栄養実態調査）
� ＊20歳以上

（資料：平成26年度市民健康栄養実態調査）
� ＊20歳以上

エネルギーの栄養素別摂取構成比

（％）

15.2

14.5

14.8

24.3

22.8

23.6

60.5

62.7

61.6

0 20 40 60 80 100

女性

男性

全体

たんぱく質 脂質 炭水化物

1 日あたりの果物摂取量平均値（性・年齢階級別）

（g）

140.7

58.7 61.1

56.8
71.3

85.2

64.3

126.1

193.1
183.2

190.5
156.1

61.3

34.3
50.7

74.3

101.5

175.1
186.3

129.1
150.3

0

50

100

150

200

250

全体 男性 女性

総数 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70歳以上

摂取エネルギーに占め
る栄養素別の構成比は
ほぼ適正です。

＜適正比率＞
たんぱく質　12～15％
脂　　　質　20～25％
炭 水 化 物　60％前後

1日あたりの果物摂取
量は男性 129.1g、女
性 150.3g、全体では
140.7g です。
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＜身体状況＞
①子どもの肥満の状況

5.1

6.6

4.2 4.0

0

1

2

3

4

5

6

7

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

市

県

肥満児割合（1歳６か月児健診）
（％）

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

肥満傾向者の年次推移（小学校男子）
（％）

12.4 

9.5 

11.7 

8.4 

6

7

8

9

10

11

12

13

市

県

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

肥満傾向者の年次推移（中学校男子）
（％）

0

2

4

6

8

10

12

市

県

10.8

10.8
9.4

8.6

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

肥満児割合（３歳児健診）
（％）

2.9

2.9

3.9
3.6

0

1

2

3

4

5

6

市

県

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

肥満傾向者の年次推移（小学校女子）
（％）

8.5 
8.0 

8.7 

6.7 

6

7

8

9

10

11

12

13

市

県

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

肥満傾向者の年次推移（中学校女子）
（％）

0

2

4

6

8

10

12

市

県

10.3

9.3
9.2

7.8

市は県に比較すると、年度ごとの変動が大きい状況です。

市・県ともに肥満傾向者の割合は横ばいで推移しています。男子では県を上回
り、女子は近年県より高い傾向で推移しています。

男子は県を上回っています。女子は県が減少傾向であるのに対し、横ばい状態
です。

市は県と比較すると低い状況であり、横ばい傾向です。
（資料：　市：新発田市保健衛生の動向、　県：福祉保健年報）

（資料：学校保健統計調査及び学校安全統計調査）

（資料：学校保健統計調査及び学校安全統計調査）
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②成人の肥満の状況

③高齢者の低栄養の状況

（資料：平成17～26年度新発田市保健衛生の動向）
� ＊平成20年度より特定健康診査として実施

（資料：平成21～26年度特定健診結果）

（資料：平成21～26年度特定健診結果）
� ＊低栄養傾向…BMI�20以下

肥満者割合の年次推移（40～64歳）
（％）

H17 H18 H20H19 H21 H22 H23 H24 H25 H26

22.1 
22.9 22.6 

23.1 

24.7 

22.5 

23.8 23.7 23.6 23.3 

20

22

24

26

28

30

肥満者割合の推移
（％）

H21 H22 H23 H24 H25 H26

29.4 

28.2 

29.2 29.3 

28.1 27.8 

30

25

20

15

20〜60歳代男性

40〜60歳代女性

22.6 

18.6 

19.5 19.7 19.8 

16.4 

低栄養傾向の高齢者 (65歳以上）の割合
（％）

H21 H22 H23 H24 H25 H26

17.0 

20.4 

18.8 
19.1 

19.6 
19.2 

16

17

18

19

20

21

市全体の肥満者割
合は、近年横ばい
です。

肥満傾向者の割合
は、男女ともに横
ばいです。

低栄養傾向の高齢
者の割合は、横ば
いです。
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＜歯科保健の状況＞

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

一人平均むし歯数の年次推移（５歳児）
（本）

0

1

2

3

4
市

県

1.59

1.17

3.17

2.85

一人平均現在歯数
（本）

0

5

10

15

20

25

30

35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 70歳

28.5 28.2 27.6 27.4
26.3

24.8

21.8

一人平均むし歯数（1.6 歳児～中学３年生）
（本）

1.6歳児 3歳児 幼4歳幼3歳 幼5歳 小1年 小2年 小3年 小4年 小5年 小6年 中1年 中2年 中3年
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
市（H26） 県（H26）

0.02
0.03

0.34
0.46

0.40
0.58

0.84

1.05
1.17

1.59

0.01
0.02 0.03

0.05 0.11 0.14
0.18

0.19
0.25 0.30

0.33 0.50 0.48

0.70 0.69

1.06
0.89

0.06

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

一人平均むし歯数の年次推移（中学１年生）
（本）

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

市

県
1.18

1.05

0.50

0.48

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

一人平均現在歯数 （年次推移）
（本）

28.3 28.5

27.9
28.2

27.2
27.6

26.5

27.4

25.2

26.3

23.3

24.8

19.5

21.8

18

20

22

24

26

28

30

35歳

40歳

45歳

50歳

55歳

60歳

70歳

5 歳児のむし歯数は、県と比較しても少ない状態です。

概ね28本といわれている永久歯数が年齢ととも
に減少し、70歳では21.8本となっています。

中学生を除いたほとんどの年齢で、県平均よりむし歯数が少ない状況です。

中学１年生のむし歯数は、年度により差はありますが県
平均レベルです。

成人歯科健診を受けている35歳から50歳の１人平均現在歯数
は、ほぼ横ばいですが、50歳を過ぎると急に歯を失う人の割合
が高くなっていきます。

（資料：市：新発田市むし歯の現状　　県：平成26年歯科疾患実態調査）

（資料：平成26年新発田市保健衛生の動向）

（資料：市：新発田市むし歯の現状　　県：平成26年歯科疾患実態調査）
� ＊幼：保育園・幼稚園の 3歳児・4歳児・5歳児
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＜睡眠の状況＞

（資料：平成24年度食育実態調査報告書−幼稚園・保育園年長児保護者編−、平成27年度食育実態調査）

� （資料：平成27年度食育実態調査）
＊よくある、ときどきある、たまにあると答えた人の割合

起床時間（年長児・小学 6年生・中学 3年生）

（％）0 10 20 30 40 50 60 70 80

中学3年生

小学6年生

年長児

90 100

午前6時〜7時前
69.8

午前7時〜8時前
26.8

午前8時〜9時
0.6

午前8時以降
0.3

午前8時以降
0.5

無回答
0.9

無回答
0.5

午前7時〜8時前
24.4

午前7時
〜8時前

7.4
午前6時〜7時前

74.8

午前6時〜7時前
63.9

午前6時前
2.8

午前6時前
16.6

午前6時前
10.7

就寝時間（年長児・小学 6年生・中学 3年生）

（％）

中学3年生

小学6年生

年長児

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

午後9時〜10時
59.8

午後8時〜9時
30.0

午後10時前
38.5

午後10時〜11時前
47.5

午前0時以降
2.5

午後11時
〜午前0時

前 10.6

午後10時
〜11時前

7.4

無回答
0.9

午後11時〜午前0時前
0.3

無回答
0.2

午後10時〜11時前
27.5

午後11時〜午前0時前
41.0

午前0時以降
24.4

無回答
0.3

午後8時前
2.3

午後
10時前

6.8

就寝時間（年長児・小学 6年生・中学 3年生）

中学3年生

小学6年生

年長児

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

8時間以上
57.0

10時間くらい
28.5

9時間くらい
51.3 無回答

0.3

8時間くらい
17.7

11時間以上
2.0

7時間くらい
35.1

7時間くらい
46.3

6時間くらい
30.0

無回答
0.3

無回答
1.1

5時間以下
1.3

7時間以下
0.2

5時間
以下
7.0

6時間
くらい
5.5

8時間以上
16.4

（％）

0 10 20 30 40

何もやる気がおこらないことがある

イライラすることがある

身体のだるさや疲れやすさを感じることがある

食欲がないことがある

朝なかなか起きられず、午前中、体の調子が
悪いことがある

「たちくらみ」や「めまい」を起こすことがある

中学3年生

小学6年生

50.1 

65.8 

70.9 

70.4 

77.0 

74.6 

58.2 

44.3 

83.4 

76.1 

84.8 

66.1 

50 60 70 80 90

体の不調等がある人の割合（小学６年生、中学３年生）

（％）

どの年代も午前 6
時～ 7 時前に起
床する割合が多く、
年長児は 69.8%、
小 学 ６ 年 生 は
74.8%、中学３年
生は 63.9% とな
っています。

就寝時間で一番割
合が多いのは、年
長児が午後9時～
10 時 で 59.8%、
小学6年生が午後
10 時～ 11 時前
で 47.5%、 中 学
3 年生が午後 11
時～午前0時前で
41.0% となって
います。

就寝時間で一番割
合が多いのは、年
長児が９時間くら
いで51.3%、小学
６年生が８時間以
上で57.0%、中学
３年生が７時間く
らいで 46.3% と
なっています。

「イライラすることがある」を除き、学年があがると割合が多くなる傾向がみられます。
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＜各種がん検診・特定保健指導等＞

（資料：がん検診結果報告等）

（資料：市：平成26年度特定健診等データ管理システムより）

（資料：市：平成26年度特定健診等データ管理システムより
　　　県：平成26年度特定健康診査・保健指導実施状況より）

（資料：市：平成26年度特定健診等データ管理システムより）

各種がん検診受診率（年次推移）

40.6 

36.6 

14.6 

23.1 
26.4 

0

10

20

30

40

50

肺がん検診
（胸部レントゲン）

胃がん検診

大腸がん検診

子宮頸がん検診

乳がん検診

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

（％）

内臓脂肪症候群の割合（性・年齢階級別）（％）

16.0 

10.7 
13.7 

16.2 17.5 

9.0 

11.3 
8.8 

8.7 
9.1 

0

5

10

15

20

25

30

総数 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70〜74歳

予備群 該当者

特定保健指導の対象者割合

（％）

8.3 

11.5 

5.8 

3.4 

5.9 

1.4 

0

2

4

6

8

10

12

14

全体 男性 女性

動機づけ支援 積極的支援

特定保健指導実施率（県比較）

（％）

全体 男性 女性

52.0 
47.4

61.0

34.9 32.2

40.2

0

10

20

30

40

50

60

70

市（H26） 県（H26）

各種がん検診とも、
近年の受診率の推
移は、ほぼ横ばい
傾向にあります。

該当者の割合は
70歳代が最も高
いです。予備軍は
40歳代が最も高
くなっています。

動機づけ支援、積極的支援ともに、女性に比べ
男性の方が高い状況です。 実施率は男女ともに県より高い状況です。
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＜地域のつながりの状況＞

（資料：平成26年度市民健康栄養実態調査）

（資料：平成26年度市民健康栄養実態調査）

（資料：平成26年度市民健康栄養実態調査）

地域の人々は信頼できると思う人の割合（性・年齢階級別）
（％）

64.3

53.1

50.0
56.5

50.0
53.8

46.0
52.2

56.6
65.2 64.4

62.2

77.3
78.8

51.7
48.9

61.5 63.3

78.1

61.8
66.4

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
総数 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70歳以上

全体 男性 女性

地域の人々はお互いにあいさつしてると思う人の割合（性・年齢階級別）
（％）

総数 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70歳以上

全体 男性 女性

89.4

73.4
76.9

69.5

84.6
88.6

86.0 94.2 93.3
93.8

94.7
91.284.9

68.7
75.8

87.2
90.2 92.2 94.387.0

91.4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

地域の人々は力を合わせて問題解決すると思う人の割合（性・年齢階級別）
（％）

総数 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70歳以上

67.2

55.1

50.0
60.9

56.2

50.0

52.0
59.0

66.0

65.2
68.9

66.3

78.3
78.8

53.4 55.4

65.6 67.6

78.6
66.1

68.2

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

全体 男性 女性

地域の人々は信頼
できると思う人の
割合は、男性61.8
％、女性 66.4％、
全体で64.3％です。

地域の人々はお互
いにあいさつして
ると思う人の割合
は、男性 87.0％、
女性 91.4％、全
体で 89.4％です。

地域の人々は力を
合わせて問題解決
すると思う人の割
合は、男性 66.1
％、女性 68.2％、
全体で 67.2％で
す。
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行
動

目
標

 
評

価
指

標
現

状
値

（
H2

6）
目

標
値

参
考

目
標

値
（

H3
4）

目
標

値
設

定
の

考
え

方
調

査
元

H3
2

H3
7

国
 

県

朝
食
を
毎
日
食
べ
る

毎
日
朝
食
を
食
べ
て
い
る
児
童
の
割

合
87
.8
%

(H
27
)

10
0%

10
0%

「
朝
食
を
欠
食

す
る
者
の
割

合
」
０
％

国
・
県
に
準
じ
る

食
育
実
態
調
査

毎
日
朝
食
を
食
べ
て
い
る
成
人
の
割

合
82
.2
%

（
H2
5）

85
%
以
上

85
%
以
上

「
朝
食
を
欠
食

す
る
者
の
割

合
」
20
歳
代

　
男
性
19
％

　
女
性
17
％

30
歳
代

　
男
性
27
％

　
女
性
15
％

こ
れ
ま
で
の
傾
向
や
今
後
の
見

込
み
を
踏
ま
え
て
設
定

食
育
実
態
調
査

野
菜
を
毎
食
食
べ
る

1
日
の
野
菜
摂
取
量
（
成
人
）

33
5.
5g

35
0
ｇ
以
上

35
0
ｇ
以
上

35
0
ｇ

35
0
ｇ

国
・
県
に
準
じ
る

市
民
健
康
栄
養

実
態
調
査

う
す
味
に
す
る
（
１
日
食
塩
9g
未
満
）
1
日
の
食
塩
摂
取
量
（
成
人
）

10
.9
g

10
ｇ
未
満

9
ｇ
未
満

8g
9
ｇ
未
満

こ
れ
ま
で
の
傾
向
や
今
後
の
見

込
み
を
踏
ま
え
て
設
定

市
民
健
康
栄
養

実
態
調
査

主
食
・
主
菜
・
副
菜
を
食
卓
に
そ
ろ
え

て
食
べ
る

1
日
2
回
は
主
食
・
主
菜
・
副
菜
の

そ
ろ
っ
た
食
事
を
と
る
人
の
割
合

85
.4
%

85
％
以
上

85
％
以
上

80
%

80
%

こ
れ
ま
で
の
実
績
を
踏
ま
え

て
、
現
状
維
持
を
図
る

市
民
健
康
栄
養

実
態
調
査

１
日
１
回
は
家
族
や
仲
間
等
と
食
事
を

と
る

1
日
1
回
は
家
族
等
と
食
事
を
と
る

人
の
割
合

88
.6
%

88
%
以
上

88
%
以
上

こ
れ
ま
で
の
実
績
を
踏
ま
え

て
、
現
状
維
持
を
図
る

市
民
健
康
栄
養

実
態
調
査

適
正
体
重
を
維
持
す
る

①
20
～
60
歳
代
男
性
の
肥
満
者
の

割
合

27
.8
%

28
%
以
下

28
%
以
下

28
%

29
%

国
に
準
じ
る

特
定
健
康
診
査

②
40
～
60
歳
代
女
性
の
肥
満
者
の

割
合

16
.4
%

19
%
以
下

19
%
以
下

19
%

18
%

特
定
健
康
診
査

③
低
栄
養
傾
向
（
BM
I�2
0
以
下
）

の
高
齢
者（
65
歳
以
上
）の
割
合

19
.2
%

17
.5
%
以
下

16
%
以
下

22
%

16
.0
%

11
.5
万
人

こ
れ
ま
で
の
傾
向
を
踏
ま
え

て
、
県
に
準
じ
る
こ
と
と
し
、

H3
2
は
H2
6
と
の
中
間
値
と

し
て
算
定

特
定
健
康
診
査

３
  領

域
別

行
動

目
標

一
覧



− 68− − 69−

第
１
章

第
６
章

第
５
章

第
４
章

第
３
章

第
２
章

（
運
動
習
慣
の
定
着
）

め
ざ

す
姿

無
理

な
く

・
楽

し
く

・
こ

ま
め

に
運

動
を

実
践

し
よ

う

行
動

目
標

 
評

価
指

標
現

状
値

（
H2

6）
目

標
値

参
考

目
標

値
（

H3
4）

目
標

値
設

定
の

考
え

方
調

査
元

H3
2

H3
7

国
 

県

運
動
の
効
果
を
理
解
し
、
体
を
動
か
す

楽
し
さ
を
見
つ
け
る

日
頃
か
ら
意
識
的
に
体
を
動
か
す
よ

う
心
が
け
て
い
る
人
の
割
合

全
体
�7
1.
9%

男
性
�7
0.
8%

女
性
�7
2.
8%

75
%
以
上

80
%
以
上

こ
れ
ま
で
の
増
加
傾
向
や
今
後

の
見
込
み
を
踏
ま
え
て
設
定

市
民
健
康
栄
養
実

態
調
査

自
分
に
適
し
た
運
動
を
取
り
入
れ
て
継

続
す
る

運
動
習
慣
者
の
割
合

全
体
�2
9.
5%

男
性
�3
1.
4%

女
性
�2
7.
6%

35
％
以
上

40
％
以
上

<
20
～
64
歳
>

男
性
�3
6%

女
性
�3
3%

<
65
歳
以
上
>

男
性
�5
8%

女
性
�4
8%

<
20
～
64
歳
>

男
性
�3
0%

女
性
�2
5%

<
65
歳
以
上
>

男
性
�4
5%

女
性
�3
5%

こ
れ
ま
で
の
増
加
傾
向
や
今
後

の
見
込
み
を
踏
ま
え
て
設
定

市
民
健
康
栄
養
実

態
調
査

今
よ
り
10
分
多
く
体
を
動
か
す

日
常
生
活
に
お
け
る
歩
数

全
体
�7
,0
23
歩

男
性
�7
,3
61
歩

女
性
�6
,7
54
歩

8,
00
0
歩

以
上

8,
00
0
歩

以
上

<
20
～
64
歳
>

男
性
9,
00
0歩

女
性
8,
50
0歩

<
65
歳
以
上
>

男
性
7,
00
0歩

女
性
6,
00
0歩

<
20
～
64
歳
>

男
性
8,
40
0歩

女
性
8,
20
0歩

<
65
歳
以
上
>

男
性
6,
30
0歩

女
性
5,
20
0歩

前
計
画
に
継
続
し
て
設
定

市
民
健
康
栄
養
実

態
調
査

歩
い
て
10
分
程
度
の
距
離
な
ら
歩

く
人
の
割
合

全
体
�4
6.
6%

男
性
�4
5.
5%

女
性
�4
7.
6%

50
%
以
上

55
%
以
上

平
成
26
年
度
に
お
い
て
目
標

を
達
成
し
て
い
な
い
た
め
、
今

後
の
見
込
み
を
踏
ま
え
て
設
定

市
民
健
康
栄
養
実

態
調
査

家
族
や
仲
間
と
楽
し
く
体
を
動
か
す

週
1
回
は
家
族
、
友
人
、
知
人
等
と

体
を
動
か
す
人
の
割
合

全
体
�3
1.
1%

男
性
�3
0.
8%

女
性
�3
1.
4%

35
％
以
上

38
％
以
上

こ
れ
ま
で
の
改
善
傾
向
が
継
続

す
る
も
の
と
し
て
設
定

市
民
健
康
栄
養
実

態
調
査
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（
健
康
管
理
の
定
着
）

め
ざ

す
姿

積
極

的
に

健
康

づ
く

り
に

取
り

組
み

、
家

族
や

周
囲

の
人

の
健

康
づ

く
り

も
応

援
し

よ
う

区
分

行
動

目
標

 
評

価
指

標
現

状
値

（
H2

6）
目

標
値

参
考

目
標

値
目

標
値

設
定

の
考

え
方

調
査

元
H3

2
H3

7
国

 
県

健 康 チ ェ ッ ク

定
期
的
に
自
分
で
で
き
る
健
康

チ
ェ
ッ
ク
を
す
る

月
1
回
以
上
体
重
測
定
を
行
う
人
の

割
合

63
.7
%

70
%
以
上

72
%
以
上

減
少
分
を
元
に
戻
す
こ
と
と
し

て
設
定

市
民
健
康
栄
養
実

態
調
査

年
2
回
以
上
血
圧
測
定
を
行
う
人
の

割
合

64
.4
%

67
%
以
上

70
%
以
上

こ
れ
ま
で
の
傾
向
や
今
後
の
見

込
み
を
踏
ま
え
て
設
定

市
民
健
康
栄
養
実

態
調
査

年
に
1
回
は
健
（
検
）
診
を
受

け
る

年
1
回
健
(検
)診
を
受
け
て
い
る

人
の
割
合

82
.7
%

86
%
以
上

90
%
以
上

こ
れ
ま
で
の
傾
向
や
今
後
の
見

込
み
を
踏
ま
え
て
設
定

市
民
健
康
栄
養
実

態
調
査

特
定
健
診
受
診
率

47
.1
%

増
加
さ
せ
る

増
加
さ
せ
る

（
H2
9）
60
%
（
H2
9）
60
%

新
発
田
市
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保

健
指
導
実
施
計
画
に
整
合

同
計
画
は
H2
9
ま
で
の
目
標
値
設

定
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
状

値
か
ら
増
加
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
設

定
。
H3
2
以
降
は
示
さ
れ
た
段
階

で
設
定
す
る

特
定
健
康
診
査
・

保
健
指
導
実
施
状

況

胃
が
ん
検
診
受
診
率

14
.6
%

14
.8
%

15
%

（
H2
8）
40
%
（
H2
8）
34
.2
%
こ
れ
ま
で
の
傾
向
や
今
後
の
見

込
み
を
踏
ま
え
て
設
定

が
ん
検
診
結
果
報

告
等

健
診
結
果
を
受
け
止
め
、
自
己

管
理
が
で
き
る

特
定
保
健
指
導
実
施
率

52
.0
%

増
加
さ
せ
る

増
加
さ
せ
る

（
H2
9）
60
%
（
H2
9）
60
%

新
発
田
市
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保

健
指
導
実
施
計
画
に
整
合

同
計
画
は
H2
9
ま
で
の
目
標
値
設

定
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
状

値
か
ら
増
加
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
設

定
。
H3
2
以
降
は
示
さ
れ
た
段
階

で
設
定
す
る

特
定
健
康
診
査
・

保
健
指
導
実
施
状

況

胃
が
ん
検
診
精
密
検
査
受
診
率

94
.0
%

10
0%

10
0%

（
H2
8）
10
0%
（
H2
8）
10
0%

未
検
者
を
な
く
す

が
ん
検
診
結
果
報

告
等

飲 酒 ・ 喫 煙

節
度
あ
る
適
度
な
飲
酒
に
努
め

る

生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
を
高
め
る
量

を
飲
酒
し
て
い
る
人
の
割
合

男
性
：
22
.2
%

女
性
：
�8
.6
%
男
性
：
17
%
以
下

女
性
：
7.
5%
以
下
男
性
：
12
%
以
下

女
性
：
�6
%
以
下

(H
34
）

男
性
：
13
%

女
性
：
6.
4%

(H
34
）

男
性
：
12
%

女
性
：
�6
%

過
年
度
が
な
く
、
増
減
幅
が

見
込
め
な
い
た
め
、
H3
7
は

H3
4
県
に
準
じ
る

H3
2
は
H3
7
ま
で
の
中
間
値

を
算
定

市
民
健
康
栄
養
実

態
調
査

妊
娠
中
に
飲
酒
し
て
い
る
人
の
割
合

0.
3%

0%
0%

（
H2
6）
0%

妊
娠
中
の
飲
酒
を
な
く
す

母
子
手
帳
ｱﾝ
ｹｰ
ﾄ

禁
煙
に
努
め
る

習
慣
的
に
喫
煙
し
て
い
る
人
の
割
合

男
性
：
30
.8
%

女
性
：
�7
.6
%
男
性
：
25
%
以
下

女
性
：
�7
%
以
下
男
性
：
20
%
以
下

女
性
：
�6
%
以
下

(H
34
）1
2%

こ
れ
ま
で
の
傾
向
や
今
後
の
見

込
み
を
踏
ま
え
て
設
定

市
民
健
康
栄
養
実

態
調
査

妊
娠
中
に
喫
煙
し
て
い
る
人
の
割
合

2.
1%

0%
0%

（
H2
6）
0%

妊
娠
中
の
喫
煙
を
な
く
す

母
子
手
帳
ｱﾝ
ｹｰ
ﾄ
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区
分

行
動

目
標

 
評

価
指

標
現

状
値

（
H2

6）
目

標
値

参
考

目
標

値
目

標
値

設
定

の
考

え
方

調
査

元
H3

2
H3

7
国

 
県

休 養 ・ こ こ ろ

こ
こ
ろ
の
健
康
を
保
つ

睡
眠
で
十
分
な
休
養
が
と
れ
て
い
る

人
の
割
合

全
体
：
85
.7
%

男
性
：
85
.2
%

女
性
：
86
.2
%

87
%
以
上

87
%
以
上

と
れ
て
い
な
い

も
の
(H
34
）

15
%

(H
34
）
85
%
減
少
分
を
元
に
戻
し
、
そ
の
後

は
維
持
を
図
る

市
民
健
康
栄
養
実

態
調
査

自
殺
者
数（
自
殺
死
亡
率
：
10
万
人

あ
た
り
）

21
.7
�

減
少
さ
せ
る

減
少
さ
せ
る

（
H2
8)
�1
9.
3
（
H3
4)
�1
9.
3

新
発
田
市
自
殺
対
策
行
動
計
画

に
整
合

同
計
画
は
H2
9
ま
で
の
目
標

値
設
定
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
現
状
値
か
ら
増
加
さ
せ
る

こ
と
と
し
て
設
定
。
H3
2
以
降

は
示
さ
れ
た
段
階
で
設
定
す
る

地
域
保
健
事
業
報

告

歯 と 口
自
分
の
口
か
ら
お
い
し
く
食
事

が
で
き
る

12
歳
児（
中
学
1
年
）一
人
平
均
む

し
歯
本
数

0.
50
本

0.
4
本
以
下

　
�―
　

む
し
歯
の
な
い

も
の
（
H3
4)
�

65
%

む
し
歯
の
な
い

も
の
（
H3
4)
�

80
%
�0
.4
本

新
発
田
市
歯
科
保
健
計
画
に
整

合 同
計
画
は
H3
2
ま
で
の
目
標

値
設
定
と
な
っ
て
い
る
た
め
、

H3
7
は
示
さ
れ
た
段
階
で
設
定

す
る

歯
科
疾
患
実
態
調

査

80
歳
で
20
本
以
上
自
分
の
歯
を
有

す
る
人
の
割
合

　
�―
　

40
%
以
上

　
�―
　

（
H3
4)
�5
0%

（
H3
4)
�4
0%

成
人
歯
科
健
診

健 康 観 と 支 え 合 い

健
康
づ
く
り
に
取
り
組
む

健
康
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
人

の
割
合

78
.6
%

79
%
以
上

80
%
以
上

減
少
分
を
元
に
戻
し
、
そ
の
後

は
維
持
を
図
る

市
民
健
康
栄
養
実

態
調
査

健
康
を
実
感
で
き
る

健
康
で
あ
る
と
自
覚
し
て
い
る
人
の

割
合

70
.6
%

73
%
以
上

75
%
以
上

こ
れ
ま
で
の
傾
向
や
今
後
の
見

込
み
を
踏
ま
え
て
設
定

市
民
健
康
栄
養
実

態
調
査

健
康
づ
く
り
を
支
え
合
う

住
ん
で
い
る
地
域
で
互
い
に
助
け
合

っ
て
い
る
と
思
う
人
の
割
合

64
.0
%

65
%
以
上

65
%
以
上

（
H3
4)
�6
5%

H3
2
は
国
の
H3
4
に
準
じ
る

H3
7
は
国
か
ら
示
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
現
状
値
が
県
よ
り
も

高
値
で
あ
る
こ
と
か
ら
維
持
を

図
る

市
民
健
康
栄
養
実

態
調
査
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（１）市民健康栄養実態調査
○調査期間	 【H21】：平成 21 年 11 月 5 日（木）～ 13 日 ( 金）
	 【H26】：平成 26 年 11 月～ 12 月
○調査対象	 ＜ H21 ＞市民	321 世帯　1,105 人　　　＜H26 ＞市民	476 世帯　1,617 人
	 ①栄養摂取状況調査（１歳以上）
	 ②生活習慣調査（15歳以上）、③身体状況調査（15歳以上）、④歩数（20歳以上）
○抽出方法	 クラスター（集落）抽出による無作為抽出
○調査法	 事前に調査票を郵送し、訪問にて確認
○回答者数、回収率

①栄養摂取状況調査 ②生活習慣調査 ③身体状況調査 ④歩数
調査年度 H21 H26 H21 H26 H21 H26 H21 H26
対象者数 1,105	 1,617	 976	 1,436	 976	 1,436	 ― 1,357	
回答者数 683	 673	 676	 771	 664	 733	 ― 404	
回 収 率 61.8% 41.7% 69.3% 53.7% 68.0% 51.0% ― 29.8%

（２）新発田市食育実態調査
○調査期間	 【H21】：平成 21 年 11 月～ 12 月
	 【H25】：平成 25 年 11 月～ 12 月
	 【H27】：平成 27 年 11 月～ 12 月
○調査対象	 市内全小・中学校の小学 6年生、中学 3年生、及び *その保護者（男女）
	 （＊：H26､ 27年度保護者調査なし、H25年度を記載）
○調査法	 小学生、中学生は、学校で集合法で実施。保護者は配票法で実施し、家庭で
	 記入し学校で回収。無記名自己式。
○回答者数、回収率

小学 6 年生 小学 6 年生の保護者 中学 3 年生の保護者
調査年度 H21 H27 H21 H25 H21 H25
対象者数 908	 802	 1,808	 883	 1,992	 956	
回答者数 875	 795	 1,528	 796	 1,585	 803	
回 収 率 96.4% 99.1% 84.5% 90.1% 79.6% 84.0%

（３）新発田市食育実態調査報告書 －幼稚園・保育園年長児保護者－
○調査期間	 【H24】：平成 24 年 12 月
○調査対象	 新発田市内全幼稚園・保育園年長児の保護者（男女）
○調査法	 配票法で実施し、家庭で記入し各園で回収。調査票は無記名。
○回答者数、回収率	

配 布 数 1,543	
回 収 数 1,076	
回 収 率 69.7%

（４）新発田市市民意識アンケート
○調査期間	 【H22】：平成 22 年 4 月 12 日（月）～ 27 日（火）
	 【H24】：平成 24 年 4 月 10 日（火）～ 27 日（金）
○調査対象	 市内在住の 20 歳以上の市民 2,000 人
	 （アンケートの設問を 2つに分け、各 1,000 人を対象にして実施）
○抽出方法	 単純無作為抽出法
○調査法	 郵送
○回答者数、回収率

アンケート１ アンケート２ 合　計
調査年度 H21 H24 H21 H24 H21 H24
送 付 数 1,000	 1,000	 1,000	 1,000	 2,000	 2,000	
回 収 数 450	 439	 465	 385	 915	 824	
回 収 率 45.0% 43.9% 46.5% 38.5% 45.8% 41.2%

４  調査概要一覧
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　本計画は、市民から積極的な参画をいただき策定しました。
　策定までの作業については次のとおりです。

（１）健康づくり推進協議会
　健康づくりを推進する組織等の代表者で構成する「新発田市健康づくり推進協議
会」において、事業実績や進捗状況等を評価し、健康づくり計画策定に係る方途等
について審議しました。

（２）市民健康栄養実態調査
　市は 5年ごとに市民の健康状態や栄養摂取状態を把握し、より効果的な生活習慣
病の予防活動を展開しています。平成 26 年 11 月に、市内全域を対象とした「市民
健康栄養実態調査」を実施し、調査結果を基に、評価項目の検証と今後の目標値設
定に反映しました。

（３）行政と市民との協働
　平成 22 年度に実施した中間評価時と同様に、庁内の健康づくり関連施策所管課
と連携を図りながら計画策定を進めました。
　また、市民の参画としては、これからの健康づくりの方向性に関する学習会を実
施したほか、健康づくり座談会を開催し、グループワークによる意見やアイデア出
しを行い、今後の健康づくり活動の方向性を確認しました。

（４）策定までの経過
期  日 実施事項 内容・講師等 参加人数

平成26年
7月24日（木） 第 1回健康づくり推進協議会 健康づくり計画（第二次）策定の進

め方について 29 人

8月27日（水） 学習会

新潟医療福祉大学	村山伸子教授
・講話「健康日本 21（第二次）にみ
るこれからの健康づくりの方向性」
・職員指導会

41 人

平成27年
2月18日（水） 第 2回健康づくり推進協議会 健康づくり計画（第二次）策定の進

捗状況とスケジュールについて 27 人

2月19日（月） 第 1回健康づくり座談会

新潟県立大学	村山伸子教授
・講話「健康日本 21（第二次）にみ
るこれからの健康づくりの方向性」
・グループワーク

20 人

3月9日（月） 第 2回健康づくり座談会

新潟大学	篠田邦彦教授
・講話「これからの健康づくり活動
の取組を考える」
・グループワーク

21 人

6月3日（水） 関係課長会議 健康づくり計画の方向性について 18 人

6月17日（水） 第 1回関係課担当者会議
　　　（全体会） 健康づくり計画の方向性について 17 人

５  計画策定の流れ
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期  日 実施事項 内容・講師等 参加人数

7月8日（水) 健康づくり計画（第二次）策
定に係る指導会

国立保健医療科学院生涯健康研究部
横山徹爾部長
一次計画の評価と二次計画の目標値
設定等

14 人

7月27日（月） 第 1回健康づくり推進協議会 健康づくり計画の方向性と
スケジュール確認 29 人

9月1日（火）
9月4日（金）

第 2回関係課担当者会議（領
域別）

市民の行動目標と評価指標、目標値、
取組の検討 15 人

10月16日（金） 第 3回健康づくり座談会 ・市健康栄養実態調査結果報告
・グループワーク 33 人

11月20日（金） 第 2回関係課担当者会議　　　（全体会） 計画素案の協議 16 人

11月27日（金） 第 2回健康づくり推進協議会 計画素案の審議 26 人
平成28年
1月4日（月）～
2月3日（火）

パブリックコメント 広報紙等によるパブリックコメント
の募集

平成28年
2月25日（水） 第 3回健康づくり推進協議会 「パブリックコメント」反映に伴う

最終案審議 25 人

○健康づくり推進協議会	 （敬称略）

役  職 氏　　名 所　属　等
会　長 佐々木　一　圭 一般社団法人	新発田北蒲原医師会	新発田支部長

副会長 田　上　正　幸 一般社団法人	新発田市歯科医師会	会長

佐　藤　雅　之 一般社団法人	下越薬剤師会	会長

永　倉　弘　子 公益社団法人	新潟県栄養士会	新発田支部長

菊　池　好　子 新発田市食生活改善推進委員協議会	会長

木　村　正　宏 新発田市体育協会	副理事長

篠　田　智　子 社会福祉法人	新発田市社会福祉協議会	総務課長補佐

渡　邊　俊　雄 一般財団法人	下越総合健康開発センター	事務局次長

坂　本　紘　一 新発田市保健自治会	常任理事

齋　藤　孝　正 新発田市私立幼稚園協議会	会長　

吉　井　元　樹 新発田市私立保育園連絡協議会員

髙　澤　健　爾 新発田商工会議所	専務理事

宮　村　康　民 新発田食品工業団地協同組合	専務理事

高　山　廣　伸 めざせ 100 彩健康づくり推進実行委員会	委員長

中　山　　　均 新発田地域振興局	健康福祉環境部	医監

宮　下　藤　夫 新発田市小・中学校校長会員

６  新発田市健康づくり計画（第二次）策定に係る関係者名簿
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○統計に関する指導助言
・国立保健医療科学院生涯健康研究部部長　横山　徹爾　氏

○健康づくり座談会参加者（敬称略）
・新発田市保健自治会　　
浮島　一雄、赤澤　淳子、荻野　節子、熊倉　勲、齋藤　光夫、坂本　紘一、
下村　誠、中村　明

・新発田市食生活改善推進委員協議会
菊池　好子、安孫子　幸子、五十嵐　玲子、吉備津　敏子、澁谷　啓子、
田邊　夫佐、徳永　政子、藤井　正子、本間　タエ子、三浦　キイ

・めざせ 100 彩健康づくり推進実行委員会
高山　廣伸、加藤　圭子、菊地　淳子、杉原　平次、髙橋　次夫、新井田　明、
長谷川　保子、宮野　久美子

◎めざせ100彩シンボルマーク

アドレス（URL）

詳しくはこちらから

http://www.city.shibata.niigata.jp/

◎しばたの健康ヒーロー100彩マン

いつまでも健康で彩りのある暮らしを送れるよう、
食・運動・健康管理のヒーローとして健康づくり
を推進しています。

　平成 15 年度に「めざせ 100 彩シンボルマーク」を一般公募し、最優秀
賞に左記の作品が選ばれました。
　左側の丸は【力強いこぶし】、中央は【子ども】、右側は【高齢者】を表し、「子
どもから高齢者まで誰もが、健康の意識を高めながら生活していこう」と
いう思いが込められて
います。

食のヒーロー  100彩レッド
「健康は望ましい食事から」と
　 　　　　使命に燃える主婦、35歳

モットー：「朝ごはんを毎日食べる」
　　　　　「野菜を毎食食べる」
アイテム：アスパラ
必 殺 技：美肌ビーム

健康管理のヒーロー  100彩イエロー

運動のヒーロー  100彩ブルー
体を動かすことが大好き！
　　　 近くの外出は常に歩く
　　　　　  　団塊の世代代表、60歳
モットー：「楽しく体を動かす」
　　　　　「今より 10分多く体を動かす」
アイテム：歩数計
必 殺 技：鉄骨キック

メタボリックシンドロームを解消！
　 　働き盛りのサラリーマン、40歳

モットー：「年に1回は健診を受ける」
　　　　　「定期的に自分でできる健康チェックをする」
アイテム：体重計、メジャー
必 殺 技：メタボブロック

新発田市　めざせ100彩
カ
チ

◎健康づくりに関する情報は、新発田市ホームページをご覧ください。◎健康づくりに関する情報は、新発田市ホームページをご覧ください。


